
入　札　説　明　書 

 
 
大田市立病院の一般競争入札に係る入札公告（令和８年３月２日）に基づく入札等につ

いては、大田市財務規則（平成 17 年大田市規則第 44 号）及び入札公告に定めるもののほ

か、この入札説明書によるものとする。 
 
１．入札に付する事項 
（１）件名 

令和 8 年度医薬品の購入 
（２）品目等 

医薬品価契約「ｱｲﾋﾟｰﾃﾞｨｶﾌﾟｾﾙ 100」外 1542 件 
（３）購入予定期間 
　　　令和８年４月１日から令和９年３月３１日 
（４）納入場所 

施設名：大田市立病院 
所在地：島根県大田市大田町吉永１４２８番地３ 

（５）入札方法 
　　ア　入札金額については、納入に要する一切の費用を織り込んだ上で入札品目それぞ

れの単価を記載すること。 
　　イ　入札単価については、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業

者であるかを問わず、見積もった契約希望金額から消費税及び地方消費税に相当す

る額を除いた金額を入札書に記載すること。 
 
２．入札参加資格 
（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者。 
（２）告示の日から契約の締結日までに大田市建設工事等入札参加者に対する指名停止等

に係る措置要綱に基づく指名停止を受けていないこと。また、国及び他の地方公共

団体の指名停止等の措置を受けていない者であること。 
（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生手続き開始の

申立て（同法附則第２条に規定する申立てを含む。）又は民事再生法（平成１１年法

律第２２５号）第２１条の規定による再生手続き開始の申立てをしていない者（更

生計画又は更生計画が認可された者を除く。）であること。 
（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第６号に規定する暴力団員又は同条第２号に規定する暴力団若しくは暴力団員と

密接な関係を有する者を経営に関与させていないこと。 
（５）令和７・８・９年度大田市入札参加資格（物品・役務）を有していること。 
（６）医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和３５年



法律第１４５号）に基づいて、医薬品の販売業の許可を受けた者であること。 
 
３．参加資格確認申請手続き 

上記２．の入札参加資格を充たした上で本件入札に参加する意思のある者は、参加資

格確認申請書兼誓約書及び関係書類を提出すること。 
（１）一般競争入札参加資格確認申請書兼誓約書（別紙様式１）に次の書類を添付する

こと。 
①医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく医

薬品の販売業の許可証の写し　　　　　　　　　　　　　　　１部　　　 
（２）提出方法 

提出方法については持参又は郵送とする。 
※郵送の場合は封筒の表に『参加申請書在中』と朱書きし、郵便書留にて提出期限

必着で提出すること。 
（３）提出期限 

令和８年３月１０日（火）１２時まで 
ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日は、受付不可。 

（４）提出先 
「１１．問い合わせ先」のとおり 

（５）入札参加資格確認結果の通知 
入札参加資格確認結果については、令和８年３月１０日（火）以降に、参加資格確

認結果通知書をもって通知する。  
 
４．入札及び開札 
（１）日時 

令和８年３月２３日（月） １０時　入札及び開札 
（２）会場 

〒６９４－００６３　島根県大田市大田町吉永１４２８番地３ 
大田市立病院  ３階　事務部総務課　事務室  

  
５．業者選定方法 

予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。最低制

限価格は設けない。 
 
６．入札書等 
（１）入札に際しては、以下の書類を提出すること。 

①入札書（別紙様式３） 
②代表者より権限を委任された代理人が入札しようとする場合は委任状（別紙様式

４）を提出すること。委任状が無い場合は入札を認めない。 
（２）入札書作成に際しては、以下の点について留意すること。 



①入札金額については、納入に要する一切の費用を織り込んだ上で入札品目それぞ

れの単価を記載すること。記入に当たっては「単位」に注意すること。 

②入札金額は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、見積もった契約希望金額から消費税及び地方消費税に相当する額を除

いた金額を記載すること。 
 

７．落札者の決定方法 
（１）入札された品目別の単価が予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を

行った入札参加者を落札者とする。 
（２）落札者となるべき者が二人以上あるときは、抽選により決定する。 
（３）落札者がないときは、再度入札を行う。 
（４）再度入札に付し落札者がないときは、最低の金額の入札を行った者と随意契約の

交渉を行い、見積金額が予定価格の範囲内となった場合は、最低価格入札者と随

意契約を行うこととする。 
 

８．入札の効力 
　　次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

① 参加する資格のない者が行った入札 
② 所定の日時及び場所に書類が提出されない入札 
③ 委任状を提出しない代理人が行った入札 
④ 住所、氏名、押印その他入札要件を認定しがたい入札 
⑤ その他入札説明書等において示した条件等入札に関する条件に違反した入札 

 
９．入札の中止 

不正の入札が行われるおそれがあると認められるとき、又は天災等やむを得ない事由

が生じたときは、当該入札を中止する。  
  
１０．その他 
（１）契約手続きに使用する言語及び通貨 
　　　日本語及びの日本国通貨 
（２）入札保証金は免除する。 
（３）契約書の作成 

① 落札者が決定し、契約の相手方が決定したときは、契約書の取り交わしをする

ものとする。 
② 契約書を作成する場合において、契約の相手方が契約書に記名押印し、さらに

契約担当者が当該契約書の送付を受けてこれに記名押印するものとする。 
③ 上記②の場合において、契約担当者が記名押印したときは、当該契約書の１通

を契約の相手方に送付するものとする。 
④ 契約担当者が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確



定しないものとする。 
⑤ 落札者が、指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定

を取り消すものとする。 
⑥ 契約単価については、入札により決定した品目について、見積単価を基本単価

として契約を締結する。ただし、8 月末頃に上期の納入実績を踏まえたうえで価

格交渉後、最終単価見積書の提出を求める。 
＊最終単価決定までは基本単価での支払いとし、変更契約の締結並びに４月か

ら遡及処理を行うこととする。 
（４）本件入札の関わる質疑 

① 質疑については、質問書（別紙様式２）により令和８年３月６日（金）１２時ま

でに下記１１．問い合わせ先へ提出すること。 
② 質疑照会書には、入札参加者本人の氏名（法人の場合は、その商号又は名称及び

代表者の氏名）を記載し提出すること。 
③ 質疑応答に関する事項については、入札説明書交付者に公開する。 

 
１１．問い合わせ先 
８時３０分～１７時まで 
ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日は対応不可。 
 

〒694-0063　島根県大田市大田町吉永 1428 番地 3 
大田市立病院 総務課　担当：柿田 

電話番号：0854-82-0330（代表） 

メールアドレス：so-byouin@city.oda.lg.jp 
 
 
 
 
 
 


